
                              
 
 
 
 

 

 

 
                                                                              

「少年の健全育成に向けて」 

                                  四街道警察署  生活安全課長  志田  信幸 

  

令和８年４月１日付けで、四街道警察署生活安全課長として着任しました志田と申します。初めての課

長職で、至らぬ点があろうかと思いますが、四街道市民の皆様と、犯罪の未然防止に向けた各種取組を推

進し、安全安心を実感できるくらしが実現されるよう、全力を尽くしてまいります。 

 さて、令和７年中の刑法犯全検挙人員は、８，５７３人であり、そのうち、刑法犯少年検挙人員は、 

１，０１９人であり、刑法犯全検挙人員に占める少年の割合は、１１．９パーセントと、令和５年以降、

増加に転じている状況です。 

 特に、全国的に「闇バイト」による犯罪が報道されていることは、皆様、御承知かと思いますが、匿名・

流動型犯罪グループによる事件で令和７年に摘発した犯人のうち、２０歳未満の少年は、強盗事件の３８

パーセント、詐欺事件の１４パーセントを占めており、匿名・流動型犯罪グループの資金獲得犯罪に少年

が利用されている実態があります。 

 「闇バイト」に応募してしまうと、身分証や顔写真等を送るよう求められ、それらを送信してしまうと、

指示に従わなければ自分や家族に危害を加えるなどと脅迫され、逃れられずに犯罪に加担させられるケー

スが多くあります。万が一、自分やご家族が脅かされたら、又は自分自身が犯罪に巻き込まれそうだと気

づいたら、すぐに相手から逃げて１１０番通報してください。 

 警察では、そうした方等から相談があった場合には、必ず保護し、皆様や御家族の安全を確保するほか、

少年が事の重大性を十分に認識することなく、安易な考えから特殊詐欺や強盗等の犯罪に加担してしまう

ことがないよう、学校と連携した非行防止教室等を通じて、犯行グループによる犯罪実行役の募集の実態

や危険性、悪質性について、検挙事例等を交え、具体的に情報発信するなど、少年等の心に響く広報啓発

等の取組を強化しています。 

 また、警察職員と少年とのふれあいの場を通じて、お互いの信頼関係を築き、少年の規範意識や自制心

などを育み、少年の非行防止を図ろうとする「タッチヤング活動」を推進しているほか、問題を抱えた個々

の少年に対し、警察から積極的に手を差し伸べ、地域社会との絆の強化を図る中で、その立ち直りを支援

し、再び非行に走ることを防止するため、農業体験等による立ち直り支援活動などを通じて、「非行少年

を生まない社会づくり」を推進するなど、少年の「非行防止」と「保護」の両面にわたる取組を強化して

います。 

 少年の健全育成に向けて、警察、家庭、学校等の連携は、必要不可欠であります。警察は、引き続き、

関係機関の皆様と連携を強化しながら、少年の非行を防止し、犯罪から守る取組等を推進してまいります

ので、今後とも、警察活動への御理解と御協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

◎「一期一会」は、市ホームページにも掲載してあります。青少年育成センターのページからご覧ください。 

当 セ ン タ ー で は 子 ど も と 保 護 者 の 悩 み 相 談 を 受 け 付 け て い ま す 

四 街 道 市 青 少 年 育 成 セ ン タ ー  (月 )～ (金 )  ９ ： ０ ０ － １ ６ ： ３ ０ 

 相 談 専 用 電 話 0 4 3 - 4 2 3 - 0 0 6 6   フ リ ー ダ イ ヤ ル  0 1 2 0 - 4 2 3 - 0 0 6 

  青少年育成センターへは市役所第二庁舎からも裏側通用口を利用して入ることもできます 
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四街道市青少年育成センターだより 

一期一会
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                             市内に２７４７件 
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令和 8年度第１回「こども１１０番の家」担当者会議開催 

 ６月５日（金）に、今年度第１回の「こども１１０番の家」担当者会議が開催されました。 

四街道市では、平成１２年に地域全体で犯罪などから子どもを守り、子どもたちにとって安全な環境を確保

するために、こども１１０番運営協議会を発足し活動をスタートしました。 

市内小・中学校PTA及び保護者と教職員の会が主体となり、活動を行っています。 

令和８年３月３１日現在で、２７４７件の家庭や事業所等の協力をいただいています。今後も多くの方に加

入していただき、地域全体で子どもたちの安全が確保されるよう、ご協力をお願いします。 

  

    

     

 

 

 

 

 

【 お 知 ら せ 】 

四街道市青少年育成センターは、７月２１日（火）に市役所（四街道市鹿渡無番地） 

本庁舎２号棟１階に移転します。なお街頭補導の集合場所は、２号棟の１階ラウンジに 

なります。引き続きよろしくお願いいたします。 

  

〇６月の相談活動  [ ７１件 ]                    〇６月の不審者情報 

電 話  ２２ 来 所  ４９ 訪問等  ０ 

 

〇８月の街頭補導予定（１３回） 

３日（月）Ｂ ５日（水） Ｆ ６日（木）Ｄ ７日(金）Ｅ 18 日（火）Ⅽ 19 日（水）Ｅ 20 日（木）Ｂ 

21日(金)  Ⅾ 24 日（月） Ⅽ 25 日（火）Ｄ 26 日(水）Ｆ 27 日（木）Ｅ 31 日（月）Ⅾ  

A 7:30-8:30  B 10:00-11:00  C 14:30-15:30  D 16:30-17:30  E 17:30-18:30   F 18:30-19:30 

不審者情報はありませんでした。７月は不審者の

出没が多い月です。見守りをお願いします。 

 

犯罪に巻き込まれないための約束です 

いか 「知らない人についていかない」  

 の  「知らない人の車にのらない」 

 お  「おおきな声で叫ぶ」 

 す   「人のいる所へすぐにげる」 

 し   「周りの大人にしらせる」 

四 街 道 市 の ５ つ の Ｓ Ｎ Ｓ ルール    

① ネットにある情報は、すぐに信用しないで正しいかどうか確認しよう 

② 家庭で相談をし、具体的な使用時間を決め、メリハリをつけて使おう 

③ （メールやＬＩＮＥを）送信する前に、相手の気持ちを考える時間を

作ろう 

④ 実名、住所などの個人情報は載せないようにしよう 

⑤ 不安になった時は、家族などの信頼できる人に相談しよう 

もうすぐ夏休み 

夏休みは、学校を離れて普段でき

ない貴重な体験や学習ができます。 

規則正しい生活をして、健康に過

ごせるようにしたいものです。 

子どもたちが、安全・安心で充実

した夏休みになるよう、ご協力とご

支援をよろしくお願いいたします。 

「こども 110番の家」の具体的役割 

 ・プレートを掲げることによる地域での犯罪防止効果を推進します。 

 ・不審者や変質者が出没した時、子どもが逃げこめる一時避難所的な役割となります。 

 ・速やかに、110番通報、119番通報を支援します。 

 ・被害を受けた、あるいは、受けそうになった子どもの家庭や学校・消防署（救急車の要請）との連携を

図ります。 


